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平成28年１月15日号

障害基礎年金　※20歳前に障害状態
になったときも請求可

● 亡くなったとき…遺族基礎年金（生計
を維持されていた「子のある配偶者」ま
たは「子」に、子が18歳になるまで支
給　※障害がある子の場合は20歳まで）

　加入の届け出や各種申請、保険料の納
付が遅れると、上記の年金を受け取るこ
とができないことがありますので、お早
めに手続きしてください。
□届け出・申請窓口、申請用紙配布
b保険年金課（田無庁舎２階）・市民課
（保谷庁舎１階）
j武蔵野年金事務所（p0422－56－1411）
◆保険年金課n（p042－460－9825）

難病医療費助成制度の
対象疾病が拡大

福祉・教育

　平成27年７月１日に196疾病が追加
され、対象疾病が306疾病に拡大されて
います。対象となる難病に罹

り

患
かん

している
場合、医療費助成の対象になることがあ
ります。対象疾病・制度内容・申請書類
など詳細は、jへお問い合わせください。
j東京都福祉保健局疾病対策課
（p03－5320－4472）
◆障害福祉課o（p042－438－4035）

入学資金融資あっせん

　学校教育法に規定する大学・高等学校・
専修学校などに入学を許可されたお子さ
んがいる家庭で、入学時に納付する資金
の調達が難しい保護者に、市が契約して
いる金融機関に融資のあっせんを行いま
す。詳細は、お問い合わせください。
◆教育企画課o（p042－438－4071）

西東京市民会館 利用休止

くらし

　外壁工事に伴い、１月25日㈪～２月
４日㈭はご利用になれません（管理事務
所は通常どおり申請・受付などの業務を

実施）。ご理解・ご協力をお願いします。
j西東京市民会館管理事務所
（p042－463－5381）
◆文化振興課o（p042－438－4040）

エコプラザ西東京 一部利用休止

　みどり環境部の事務所移転に伴う改修
工事のため５月中旬～７月上旬（予定）は、
講座室１・２と環境学習コーナーがご利
用になれません（多目的スペースは通常
どおり利用可）。ご理解・ご協力をお願
いします。
※詳細は、市kをご覧ください。
jエコプラザ西東京
（p042－421－8585　※午前９時から）
◆環境保全課（p042－438－4042）

集合住宅ごみ等優良排出管理認定
制度を開始
　４月１日からごみなどの排出・管理が
優良な集合住宅の集積所を、優良集積所
として認定します。認定先には認定書と
プレートを交付し、市kに掲載します。
詳細は、お問い合わせください。
i１月15日㈮～２月15日㈪に下記窓口
（エコプラザ西東京内）へ
◆ごみ減量推進課（p042－438－4043）

ごみの分別にご協力を

　９月１日に中間処理施設の柳泉園組合
の焼却ガスから高濃度の水銀が検出され
たことは、既に市報などでお知らせしま
したが、市民の皆さんには再度、ごみ分
別辞典・ごみ分別アプリ・市kなどをご
確認のうえ、分別の徹底をお願いします。
□水銀を含む主な製品（有害ごみ）
水銀体温計、水銀柱血圧計、乾電池・ボ
タン電池（古いもの・輸入品）、蛍光管など

※出し方は「ごみ・資源物収集カレンダー」
19ページを参照
　柳泉園組合では今後、第三者委員会を
立ち上げ、このたびの原因究明と対応策
の検討などを行う予定です。市では、市
民の皆さんへ情報提供を行っていきます。
◆ごみ減量推進課（p042－438－4043）

自治会などが所有する街路灯に
補助金を交付
　１月29日㈮までに、道路管理課（保谷
庁舎５階）にある申請書に、街路灯配置
図・電気料金領収書（平成27年４月～
12月分）の写しを添えて、提出してくだ
さい。既に補助金を受けている団体には
申請書を送付します。
◆道路管理課o（p042－438－4055）

街路灯のLED化取替工事終了

　市では地球温暖化対策として、市内か
ら排出される温室効果ガス削減のため、
市内道路（都道を除く）に設置している街
路灯をLEDへ取り替える工事を実施して
いましたが、このたび工事が終了しまし
た。ご協力ありがとうございました。
　街路灯の不具合などが発生したときは、
下記へご連絡ください。
◆道路管理課o（p042－438－4055）

平成28年度予算要求の概要を作成

市政

　市では現在、平成28年度予算の編成
作業を進めています。各課などからの予
算要求を取りまとめた「平成28年度予算
要求の概要」は、財政課（田無庁舎３階）・
情報公開コーナー（両庁舎１階）で配布し
ています。市kでもご覧になれます。
◆財政課n（p042－460－9802）

「西東京市公共施設等総合管理計画
～公共施設等マネジメント基本方
針～」を策定
　市では公共施設等の老朽化対策が大き
な課題となっています。これらの全体の
状況を把握し、今後厳しい財政状況が想
定される中、長期的視点に立って計画的
に更新などを進めていくために、公共施
設等に関する全体方針として策定しまし
た。情報公開コーナー（両庁舎１階）・市k
でご覧になれます。
◆企画政策課n（p042－460－9800）

市 連からの 絡 帳

不動産インターネット公売

税・年金

　市税などの滞納を続けている滞納者に
対し市では、所有財産を調査のうえ差し
押さえなどの滞納処分を行っています。こ
のたび、差し押さえた不動産をインター
ネットで公売（売却）します。売却代金は
滞納している市税などに充当されます。
□参加申込期間　１月22日㈮午後11時まで
□入札期間　１月29日㈮午後１時～２
月５日㈮午後１時
※入札には原則どなたでも参加できます。
※公売財産および公売手続きの詳細は、
納税課窓口（田無庁舎４階）または市k
でご確認ください。
※公売は中止になることがありますので、
最新情報は市kをご覧ください。
◆納税課n（p042－460－9834）

20歳になったら国民年金へのご加入を

　厚生年金に加入中の方を除き、20歳
になったら国民年金加入届が必要です。
20歳の誕生月になると、年金事務所か
ら「国民年金資格取得届」が届きますので、
窓口まで提出してください。提出から約
１カ月で納付書・年金手帳が年金事務所
から郵送されます。
　国民年金保険料の納付方法は、納付書
（現金払い）・クレジットカード振替・口座
振替が利用できます（申請用紙配布あり）。
　納付が困難なときは、「学生納付特例
制度」（学生向け）・「免除・納付猶予制度」
（一般向け）を申請することで、納付の免
除・猶予が受けられる場合があります（申
請用紙配布あり）。
❖国民年金は、次のようなときに受け取
ることができます
● 65歳になったとき…老齢基礎年金　
　 ※60～69歳の間でも請求可（繰り上
げ・繰り下げ請求）

● 病気や怪我で障害状態になったとき…

□募集農園・利用料　下表参照
□利用期間　３月１日～平成29年１
月末日（芝久保元気村は、４月１日～
平成29年２月末日）
d市内在住で熱意を持って農業に取
り組める方（ファーマーズＴは、練馬
区在住の方も可）
i１月31日㈰（必着）までに、往復は

がきに、希望農園名・住所・氏名・年
齢・電話番号を明記し、希望する農園
の園主宅へ郵送（申込多数の場合は抽
選。２月中旬までに結果を通知）
※農園によっては、事前説明会を開催。
詳細は、各農園へお問い合わせくださ
い。
◆産業振興課o（p042－438－4044）

農業体験農園利用者募集

□募集農園一覧

農園名・所在地 申込先・園主名・電話 総区
画数

募集
区画数

年間利用料
（※１）

グリーンファーム 
HASUMI
東町２－３

〒202－0012 東町２－４－１
蓮見昌男さん　p042－421－2873 18 若干 ４万2,000

円

ファーマーズT
下保谷３－15

〒202－0004 下保谷３－16－３
髙田長司さん　p090－1603－2422 56 ７区画 ４万3,000

円

トミ－倶楽部
富士町１－２

〒202－0013 中町６－８－22
冨岡誠一さん　p042－478－7175 118 80区画（※２）

４万6,000
円

きたっぱら
北原町３－３

〒188－0003 北原町３－３－８
大谷孝良さん　p042－469－9281 104 若干 ４万5,000

円

芝久保元気村
芝久保町３－４

〒182－0022 調布市国領町４－28－３
杉崎忠雄さん　p042－483－2270 25 若干 ４万円

※１ 指導料、肥料・苗・農産物代などを含む　※２ リニューアルに伴う大規模募集

　個人番号（マイナンバー）を利用する
事務では、申請・届け出などの手続き
の際に個人番号の記載が必要です。個
人番号を悪用したなりすましを防ぐため、
記載された個人番号がご本人のもので
あることを確認させていただきます。
□番号確認書類
・通知カード
・ 個人番号カード（別途交付申請が必要）
・ 個人番号が記載された住民票（有料）
□本人確認書類
●１点で確認できるもの
・ 官公署が発行した顔写真付きの証明

書（運転免許証・パスポートなど）
・個人番号カード
●２点以上必要なもの
・ 健康保険証・年金手帳・児童扶養手
当証書など

・ 官公署などが発行した、氏名、生年
月日または住所が記載された書類

※代理人の方は、委任状や代理人の本
人確認書類のほか、申請の対象となる
ご本人の個人番号が確認できる書類が
必要です。詳細は、各申請窓口でご確
認ください。
◆情報推進課n（p042－460－9806）

　　　マイナンバーを利用する事務の
手続きで番号の記載が必要になりました
１月から

分野 対象事務 具体例 担当課

社
会
保
障

生活保護 生活保護の申請書 生活福祉課
障害者福祉 身体障害者手帳の交付申請書など 障害福祉課
児童福祉 児童手当認定請求書・児童扶養手当認定請求書など 子育て支援課
国民健康保険 被保険者資格の取得届など 保険年金課後期高齢者医療保険
介護保険 資格取得届など 高齢者支援課
健康 自立支援医療（育成医療）支給認定申請など 健康課
市営住宅 市営住宅使用申込書など 都市計画課

税軽自動車税の賦課 減免申請書など 市民税課

□制度の対象手続きの具体例（詳細は、市kをご覧ください）


